
循環型社会の構築における各主体の主な役割の例

＜総論＞
・環境負荷を与えていることを自覚して行動

・循環型社会づくりの担い手であるとの認識を踏まえ、ライフスタイ
ルの見直しも含めた行動

・モノを長持ちさせて大事に使うなど、「もったいない」の考え方に
即した行動
＜具体的な活動例＞
・簡易包装の推進、過剰包装の自粛、エコバッグの利用
・再生品、詰め替え製品の優先購入、レンタル・リース制度の利用
・ごみの減量化・リサイクルのための分別収集への協力
・自転車や公共交通機関の利用

・地域の環境に関心を持ち、環境教育・環境学習や環境保全活動
に参加・協力する 等

＜総論＞
・「社会的責任（ＣＳＲ）」を果たすこと

・排出者責任や拡大生産者責任を踏
まえた廃棄物等の適正な循環的利
用及び処分

・消費者との情報ネットワークの構築
や情報公開等の推進
＜具体的な活動例＞
・法令遵守の徹底

・不法投棄等の不要な社会コストの発
生防止

・透明性ある廃棄物等の適正な循環
的利用及び処分への取組等の推進

・ＬＣＡの実施と環境負荷低減を視野
に入れた製品開発や投資
・環境教育・学習の実施

・環境ラベル等を利用した消費者へ
の情報提供や環境報告書等の作
成・公表による情報開示 等

国民 事業者

＜総論＞

・国民、ＮＧＯ・ＮＰＯ、事業者、地方公共団体（都道府県・市町村）、国等のすべての主体が相互に連携しつつ、循環型社会の形成への積極的な参加と適切
な役割分担の下で、各種の施策を着実に講じていく

・国や地方公共団体の施策（計画等）の策定段階から実施にいたるまで、各主体が緊密に連携・参画することや地域における先進的な連携・取組の評価及
びその情報発信を更に強化すること 等

各主体の連携強化

＜総論＞
・法・条例の着実な施行
・地域の取組のコーディネータ及び主たる推進者
・廃棄物等の適正な循環的利用及び処分の実施
＜具体的な活動例＞
・地域における循環基本計画の策定
・広域処理を含む廃棄物の分別収集・適正処理
・経済的手法などを必要に応じて適切に活用した３Ｒの推進
・廃棄物処理施設などの公共的施設の整備

・地域の取組のコーディネータ及び主たる推進者としての役割（Ｎ
ＧＯ・ＮＰＯ等の民間団体や事業者等との協力）
－住民のライフスタイルの見直し支援
－グリーン製品・サービスや地産商品の購入推奨・情報提供

－産業の垣根を超えた事業者間の協力等、各主体間の連携
の場の提供
－都道府県：市町村等の調整機能
－市町村：住民生活に密着した基礎的自治体としての役割 等

－環境教育・学習の場の提供や、各主体が協働する協議会運
営、地域における取組の評価・発信 等

・事業者として積極的なグリーン購入、環境管理システムの導入

地方公共団体

＜国＞
・循環基本計画の策定、関連する法律の着実な施行等、国全体の循環型社会形成に関する取組の総合的な推進
・循環型社会形成のための各主体の活動支援や情報整備・提供など各種政策手法の適切な活用による、各主体の行動の基盤づくり
・事業者・消費者として循環型社会の形成に向けた行動
－循環型社会、低炭素社会、自然共生社会を統合した持続可能な社会に向けた展開
－地域循環圏を踏まえた循環型社会づくり
－一人一人のライフスタイルに根ざした地域重視の循環型社会づくり
（環境教育・学習の積極的な推進を含む）

－循環型社会ビジネスの振興
－循環資源の適正な利用・処分に向けた仕組みの充実
－循環型社会形成に関連した情報の的確な把握・提供
－３Ｒの技術とシステムの高度化
－海外との関係における資源循環

＜総論＞
・循環型社会の形成に資する活動や先進的取組の実施
・各主体の環境保全活動のつなぎ手
・専門的な知見に基づく客観的な情報の提供
＜具体的な活動例＞

・地域での環境保全活動（地域の３Ｒ推進、地域住民のライフスタ
イル見直しの支援）や環境教育・学習、啓発活動
・地域コミュニティ・ビジネスとして持続可能かつ広がりのある活動

＜地方環境事務所等＞
・地方環境事務所を中心に、地方支分部局や各都道府県等と連携しつつ
ブロック圏を中心にした循環型社会の形成に向けた活動の推進
・バーゼル条約の適切な施行（事前相談、水際対策等） 等

ＮＧＯ・ＮＰＯ等

国・地方環境事務所等

【凡例】
：第三次環境基本計画に盛り込まれているもの

...... ：その他新たに循環基本計画に盛り込むことが考えられるもの
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国

循環型社会の構築における各主体の主な役割（総論）イメージ図

ＮＧＯ・ＮＰＯ等

事業者

地方公共団体

連 携・協 働

・すべての主体が相互に連携し、循環型社会の形成に向け、積極的な参加と適切な役割分担の下で着実に
施策を実施
・国や地方公共団体の施策（計画等）の策定段階から実施にいたるまで、各主体が緊密に連携・参画
・地域における先進的な連携・取組の評価及びその情報発信を更に強化

国民

・法・条例の着実な施行

・地域の取組のコーディネータ及び
主たる推進者

・廃棄物等の適正な循環的利用及び
処分の実施

・消費者、地域住民として、自らも廃棄
物等の排出者であり、環境への負荷を
与えていることを自覚して行動

・循環型社会づくりの担い手であるとの
認識を踏まえ、ライフスタイルの見直し
も含めた行動

・モノを長持ちさせて大事に使うなど、
「もったいない」の考え方に即した行動

・「社会的責任（ＣＳＲ）」を果たすこと

・排出者責任や拡大生産者責任を踏
まえた廃棄物等の適正な循環的利
用及び処分
・消費者との情報ネットワークの構築

・各主体の環境保全活動のつなぎ手

・循環型社会の形成に資する活動や
先進的取組の実施

・専門的な知見に基づく客観的な情報
の提供

・循環基本計画の策定、関連する法律の着実な施行等、国全体の循環型
社会形成に関する取組の総合的な推進

・循環型社会形成のための各主体の活動支援や情報整備・提供など各種
政策手法の適切な活用による、各主体の行動の基盤づくり
・事業者・消費者として循環型社会の形成に向けた行動

【凡例】
：第三次環境基本計画に盛り込まれているもの

...... ：その他新たに循環基本計画に盛り込むことが考え
られるもの



国

循環型社会の構築における各主体の主な役割（具体例）イメージ図

ＮＧＯ・ＮＰＯ等 事業者

地方公共団体

連 携・協 働
・すべての主体が相互に連携し、循環型社会の形成に向け、積極的な参加と適切な役割分担の下で着実に施策を実施
・国や地方公共団体の施策（計画等）の策定段階から実施にいたるまで、各主体が緊密に連携・参画
・地域における先進的な連携・取組の評価及びその情報発信を更に強化

国民

・地域における循環基本計画の策定
・広域処理を含む廃棄物の分別収集・適正処理
・経済的手法などを必要に応じて適切に活用した３Ｒの推進
・廃棄物処理施設などの公共的施設の整備
・地域の取組のコーディネータ及び主たる推進者としての役割
（ＮＧＯ・ＮＰＯ等の民間団体や事業者等との協力）
－住民のライフスタイルの見直し支援
－グリーン製品・サービスや地産商品の購入推奨・情報提供
－産業の垣根を超えた事業者間の協力等、各主体間の連携の場の提供
－都道府県：市町村等の調整機能
－市町村：住民生活に密着した基礎的自治体としての役割 等
－環境教育・学習の場の提供や、各主体が協働する協議会運営、地域に
おける取組の評価・発信 等

・事業者として積極的なグリーン購入、環境管理システムの導入 等

・簡易包装の推進、過剰包装の自粛、
エコバッグの利用

・再生品、詰め替え製品の優先購入、
レンタル・リース制度の利用

・ごみの減量化・リサイクルのための
分別収集への協力
・自転車や公共交通機関の利用

・地域の環境に関心を持ち、環境教
育・環境学習や環境保全活動に参
加・協力する 等

・法令遵守の徹底

・不法投棄等の不要な社会コストの発生防
止

・透明性ある廃棄物等の適正な循環的利用
及び処分への取組等の推進

・ＬＣＡの実施と環境負荷低減を視野に入れ
た製品開発や投資
・環境教育・学習の実施

・環境ラベル等を利用した消費者への情報
提供や環境報告書等の作成・公表による
情報開示 等

・地域での環境保全活動（地域の３Ｒ推進、地
域住民のライフスタイル見直しの支援）や環
境教育・学習、啓発活動

・地域コミュニティ・ビジネスとして持続可能かつ
広がりのある活動 等

＜国＞ 以下のような視点により政策の企画立案及び基盤整備等を実施
－循環型社会、低炭素社会、自然共生社会を統合した持続可能な社会に向けた展開
－地域循環圏を踏まえた循環型社会づくり
－一人一人のライフスタイルに根ざした地域重視の循環型社会づくり
（環境教育・学習の積極的な推進を含む）

－循環型社会ビジネスの振興
－循環資源の適正な利用・処分に向けた仕組みの充実
－循環型社会形成に関連した情報の的確な把握・提供
－３Ｒの技術とシステムの高度化
－海外との関係における資源循環 等

＜地方環境事務所等＞
・地方環境事務所を中心に、地方
支分部局や各都道府県等と連
携しつつブロック圏を中心にした
循環型社会の形成に向けた活
動の推進
・バーゼル条約の適切な施行（事
前相談、水際対策等） 等

【凡例】
：第三次環境基本計画に盛り
込まれているもの

...... ：その他新たに循環基本計画
に盛り込むことが考えられ
るもの


